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雑

報北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
一
二
七
年
七
月
J
コ
一
八
年
二
月
)

一
、
八
月
二
日
(
木
)

O
大
学
管
町
内
問
題
に
つ
い
て

二
、
九
月
一
一
一
日
(
金
)

O
一
内
野
郎
一
「
憲
法
と
条
約
L

の
書
評

三
、
十
月
五
日
(
金
〉

O
ロ
オ
マ
法
講
義
の
内
容
に
つ
い
て

O
大
学
管
理
問
題
に
つ
い
て

四
、
十
一
月
一
一
一

O
日
(
金
)

。
西
欧
法
制
史
研
究
の
発
達
と
現
状

笠
、
十
二
月
一
一
一
日
.
(
金
〉

0
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
裁
判
権
と
王
国
の
共
同
体
報
告
者

報
告
者

報
告
者

報
告
者

六
、
一
月
八
日
(
火
)

O
大
学
管
疎
開
題
に
つ
い
て

七
、
一
一
月
一
日
(
金
)

O
自
由
の
規
制
に
つ
い
て

報
告
者

深

瀬

窓、

小

管

芳

太

郎

石山回

)11 下
「必「・

凸

和

八
、
二
月
一
五
日
(
金
)

O
「

F
Zコ
仏
海
い
旬
。
一
FEB--d-一2
8
7
3
E
g
T
)間
三
の
紹
介

報

告

者

荒

木

俊

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
三
七
年
九
月

1
昭
和
コ
一
八
年
一
二
月
)

武

一
、
九
月
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
賃
貸
人
が
賃
貸
物
件
を
使
用
さ
せ
な
い
期
間
の
賃
料
支
払
義
務
(
昭
和

三
一
六
年
七
月
一
一
一
日
判
決
民
集
一
五
巻
七
号
一
九
主
二
頁
)

五

十

嵐

清

O
小
切
手
に
よ
る
弁
済
提
供
と
民
法
四
九
三
条
(
昭
和
三
五
年
一
一
月
一
一

-
一
日
判
決
民
集
)
四
巻
一
一
二
号
二
八
一
一
七
頁
)

〔
伺

H

根

理

之

O
卸
売
商
人
が
転
売
を
目
的
と
す
る
者
に
売
却
し
た
商
品
代
金
債
権
と
民
・

法
第
一
七
三
条
第
一
号
の
適
用
の
有
無
(
昭
和
一
二
六
年
主
月
三
一

O
日

判
決
民
集
一
五
巻
五
号
一
四
七
一
τ
良

)

岸

回

日

口

洋

三
、
九
月
一
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
受
記
名
儀
人
が
当
該
登
記
の
抹
消
登
記
手
続
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
と
さ
れ
た
事
例
(
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
判
決
民
集
一
玄
巻

一
O
号

二

五

七

一

二

頁

)

半

田

正

夫

O
錯
誤
に
よ
る
調
停
無
効
の
主
張
と
民
法
第
六
九
六
条
(
昭
和
コ
一
六
年
五

夫裕

夫
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民
集
一
五
巻
五
号
二
三
三
ハ
頁
)石
川

恒

夫

O
加
害
行
為
と
損
害
の
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
事
例
(
昭

和
三
六
年
二
一
月
二
六
日
判
決
民
集
一
五
巻
二
一
号
一
二

O
七
豆
頁
)

平

出

慶

道

O
訴
訟
復
代
理
権
は
訴
訟
代
理
人
の
死
亡
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
か
(
昭
和

一
二
六
年
一
一
月
九
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
四
豆
一
頁
)

佐

保

雅

子

月
二
六
日
判
決

一
ニ
、
九
月
二
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
履
行
遅
滞
後
に
引
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
遅
滞
に
よ
る
損
害
賠

償
額
(
昭
和
三
六
年
二
一
月
八
日
判
決
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
七

O

六

頁

)

岸

田

昌

洋

O
商
法
第
二
一
条
の
規
定
に
よ
り
商
号
使
用
の
禁
止
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
事
例
(
昭
和
三
六
年
九
月
一
一
九
日
判
決
民
集
一
豆
巻

八

号

二

二

五

六

頁

)

藤

原

雄

三

O
裁
判
所
に
賃
料
の
確
定
を
請
求
し
う
る
べ
き
場
合
(
昭
和
三
六
年
九
月

一
一
九
日
判
決
民
集
一
五
巻
八
ロ
万
三
二
二
八
頁
)
小
林
克
彦

O
工
場
財
団
に
属
す
る
動
産
と
民
法
第
一
九
二
条
(
昭
和
三
一
六
年
九
月
一

主
日
判
決
民
集
一
豆
巻
八
号
二
一
七
二
頁
)
中
川
良
延

問
、
一

O
月
三
六
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
不
特
定
物
の
売
買
と
商
法
第
豆
三
六
条
の
適
用
の
有
無
(
昭
和
コ
一
五
年

一
一
一
月
二
日
判
決
民
集
一
四
巻
一
一
一
一
号
二
八
九
三
頁
)

坂

下

誠

O
手
形
法
第
二
ハ
条
第
一
項
第
一
段
の
「
看
倣
す
」
の
意
義
(
昭
和
三
六

年
一
一
月
二
四
日
判
決

民
集
一
五
巻
一

O
号
二
五
一
九
頁
〉

神

田

孝

夫

O
原
因
債
権
の
存
在
と
利
得
償
還
請
求
権
の
成
否
(
昭
和
一
二
六
年
一
二
月

二
二
日
判
決
民
集
一
豆
巻
二
一
号
一
二

O
六
六
頁
)石

田

満

O
株
式
会
社
の
重
要
財
産
の
譲
渡
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要

す
る
か
(
昭
和
三
六
年
一

O
月
一
一
二
日
判
決
民
集
一
豆
巻
九
号
二
四

O
九

頁

)

宮

永

広

五
、
一
一
月
二
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
訴
状
の
送
達
に
よ
る
契
約
解
除
の
意
思
表
示
の
到
達
を
認
め
た
事
例

(
昭
和
一
二
六
年
一
一
月
九
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
四
四
四
頁
)

藤
原
雄
一
一
一

O
手
形
の
哀
呑
の
抹
消
(
昭
和
三
六
年
一
一
月
一

O
日
判
決
民
集
一
五

巻
一

O
号

二

四

六

六

頁

〉

小

林

克

彦

六
、
一
一
月
九
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
農
地
の
買
収
処
分
の
効
果
は
地
上
の
樹
木
に
及
ぶ
か
(
昭
和
一
一
一
六
年
一
二

月
一
四
日
判
決
民
集
一
五
巻
三
号
一
二
九
六
頁
〉
坂
下
誠

O
時
効
に
よ
る
不
動
産
の
所
有
権
取
得
と
そ
の
対
抗
要
件
(
昭
和
一
一
一
六
年

七
月
二

O
日
判
決
民
集
一
五
巻
七
号
一
九

O
三
頁
)

品
H

根

町

駅

之

O
賃
供
人
の
相
続
人
が
数
名
あ
る
場
合
と
解
除
の
意
思
表
示
(
昭
和
=
一
六

年
一
二
月
一
一
一
一
日
判
決
民
集
一
一
息
巻
一
一
一
号
二
八
九
三
頁
)

宮

永

広

O
書
面
に
よ
ら
な
い
贈
与
を
認
め
る
判
決
が
確
定
し
た
後
の
民
法
第
五
五
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O
条
に
よ
る
右
贈
与
の
取
消
の
可
否
(
昭
和
=
一
六
年
二
一
月
一
二
日
判

決

民

集

一

豆

巻

一

一

号

二

七

七

八

頁

)

石

川

恒

夫

七
、
一
二
月
一
四
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
不
特
定
物
の
売
買
に
お
け
る
目
的
物
受
領
後
の
不
完
全
履
行
に
よ
る
契

約
解
除
の
可
否
(
昭
和
三
一
六
年
二
一
月
一
五
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

一

号

二

八

五

二

頁

〉

五

十

嵐

清

O
小
切
手
法
第
一
一
二
条
の
適
用
、
白
地
小
切
手
補
充
権
の
消
滅
時
効
期
間

(
昭
和
三
一
六
年
一
一
月
二
四
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
五
三
一
六

頁

)

品

目

根

理

之

八
、
昭
和
ゴ
一
八
年
一
月
一
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
白
地
手
形
の
振
出
と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
昭
和
三
七
年
四
月
二

O
日
判

決

民

集

一

六

巻

四

号

八

八

四

頁

〉

平

出

慶

道

O
火
災
保
険
契
約
と
民
法
第
五
四
一
条
(
昭
和
=
一
七
年
六
月
一
一
一
日
判
決

判
例
時
報
コ
一

O
八

号

六

頁

)

石

岡

満

O
商
法
第
二
八
条
の
広
告
に
あ
た
ら
な
い
事
例
(
昭
和
三
六
年
一

O
月
一

一
一
一
日
判
決
民
集
一
五
巻
九
号
二
一
二
一
一

O
頁

〉

坂

下

誠

O
清
算
中
の
会
社
に
お
け
る
株
式
譲
渡
制
限
に
関
す
る
定
款
の
規
定
の
効

力
(
昭
和
三
六
年
二
一
月
一
四
日
判
決
民
集
一
五
巻
一
一
号
二
八
一

一

一

一

頁

)

岸

田

昌

洋

九
、
一
月
二
五
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
事
務
管
理
者
が
本
人
の
名
で
し
た
法
律
行
為
の
効
果
(
昭
和
一
二
六
年
一

一
月
一
ニ

O
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
六
二
九
頁
)

骨
H

根

理

之

O
賃
伶
人
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
賃
貸
借
解
除
と
転
貸
借
の
終
了
(
昭
和

二
ハ
年
二
一
月
一
一
一
日
判
決

民
集
一
五
巻
一
二
号
三
二
四
コ
否

5

相

原

東

孝

O
和
解
契
約
の
無
効
の
主
張
と
民
法
第
六
九
六
条
(
昭
和
三
六
年
一
二
月

二
七
日
判
決
民
集
一
五
巻
一
二
号
コ
一

O
九
二
頁
)神

田

孝

夫

O
委
託
を
受
け
な
い
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
業
務
上
の
注
意
義
務
(
昭
和

三
六
年
五
月
三
六
日
判
決
民
集
一
五
巻
五
号
一
四
四

O
頁
)

川

井

健

一
O
、
二
月
一
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
婚
姻
を
継
続
し
難
い
重
大
な
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
昭
和

一
二
七
年
二
月
六
日
判
決
民
集
一
六
巻
二
号
二

O
六
頁
)

山

畠

正

男

O
制
限
超
過
利
息
の
任
意
支
払
と
一
冗
本
充
当
(
昭
和
三
七
年
六
月
一
一
一
一
日

判

決

判

例

時

報

二

九

九

号

四

頁

)

五

十

嵐

清

一
一
、
二
月
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
認
知
請
求
権
は
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
(
昭
和
三
一
七
年
四
月
一

O

日
判
決
民
集
一
六
巻
四
号
六
九
コ
否
H
〉

石

川

恒

夫

O
浪
費
者
で
あ
る
w

」
と
を
理
由
と
し
て
準
禁
治
産
を
宣
告
す
る
制
度
と
憲

法
第
一
三
一
条
お
よ
び
第
三
九
条
(
昭
和
三
六
年
一
一
一
月
一
一
ニ
日
判
決

民

集

一

五

巻

一

一

号

二

七

九

五

頁

)

中

川

良

延

O
い
わ
ゆ
る
附
随
的
義
務
の
不
履
行
と
契
約
の
解
除
(
昭
和
三
六
年
一
一

月
二
一
日
判
決
民
集
一
五
巻
一

O
号
二
五

O
七
頁
)
坂

下

北法 13(3・153)591

誠

一
二
、
二
月
一
一
一
一
日
(
金
〉
判
例
研
究



O
実
写
映
画
の
フ
ィ
ル
ム
撮
影
と
映
画
著
作
権
(
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年

七
月
二
五
日
判
決
判
例
タ
イ
ム
ス
一
三
四
号
七
八
頁
)

半

田

正

夫

O
石
油
製
品
配
給
規
則
違
反
の
給
付
と
不
法
原
因
給
付
の
成
否
(
最
高
裁

昭
和
三
七
年
三
一
月
八
日
判
決
民
集
一
六
巻
三
号
五

O
O頁
)

菅

原

勝

伴

O
民
法
第
七
一
七
条
に
い
わ
ゆ
る
「
土
地
ノ
工
作
物
」
に
該
当
す
る
と
さ

れ
た
事
例
等
(
最
高
裁
昭
和
三
七
年
凶
月
二
六
日
判
決
民
集
二
ハ
巻

四

号

九

七

五

頁

〉

佐

保

雅

子

O
親
権
者
の
債
務
の
担
保
の
た
め
未
成
年
者
の
不
動
産
に
抵
当
権
を
設
定

す
る
に
つ
い
て
特
別
代
瑚
人
選
任
の
審
判
と
被
担
保
債
権
額
の
表
示
の

要
否
等
(
最
高
裁
昭
和
一
二
七
年
二
月
六
日
判
決
民
集
一
六
巻
二
号
二

二

コ

一

一

氏

)

川

井

健

二
一
一
、
コ
一
月
八
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
株
主
総
会
特
別
決
議
取
消
の
訴
の
係
属
中
訴
の
利
援
を
欠
く
に
至
っ
た

と
認
め
ら
れ
た
事
例
(
昭
和
三
一
七
年
一
月
一
九
日
判
決
民
集
二
ハ
巻

一

号

七

六

瓦

)

藤

原

雄

三

O
権
限
除
越
の
署
名
代
理
に
よ
る
手
形
振
出
と
民
法
第
一
一

O
条
の
適
用

(
昭
和
一
一
一
七
年
一
一
一
月
二
七
日
判
決
民
集
一
六
巻
三
号
六
一
一
一
二
頁
)

岸

田

同

日

洋

O
株
金
払
込
を
取
扱
っ
た
銀
行
の
株
金
保
管
義
務
(
昭
和
三
七
年
一
二
月
二

民
集
一
六
巻
一
二
号
四
二
一
二
頁
)
符
根
開

日
判
決

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

北法 13(3・154)592

(
昭
和
三
七
年
八
月

1
一
一
一
八
年
二
月
)

之

一
、
九
月
七
日
(
金
)
判
例
研
究

O
電
気
需
給
契
約
の
更
新
拒
絶
と
正
当
事
由
の
要
否
(
名
古
屋
高
判
昭
和

三
六
年
五
月
二
ハ
日
判
例
時
報
二
七
九
号
一
二
三
頁
)
神

谷

昭

O
刑
務
所
に
お
け
る
布
教
諸
演
の
合
憲
性
1
i受
刑
者
に
は
当
然
に
官
有

新
聞
の
閲
覧
を
求
め
る
権
利
は
な
い
(
東
京
地
判
昭
和
一
一
一
六
年
一
一
月

六

日

判

例

時

報

一

一

八

五

号

一

四

頁

〉

中

村

肱

閉

山

二
、
一
一
月
二
日
(
金
)
判
例
研
究

O
団
体
等
規
正
令
一

O
条
三
項
、
一
三
条
三
号
の
平
和
条
約
発
効
後
に
お

け
る
効
力
と
右
条
項
の
合
憲
性
(
最
高
判
昭
和
三
六
年
一
一
月
一
一
一

O
R

判

例

時

報

二

八

二

号

阿

頁

〉

深

瀬

忠

一

O
警
察
官
の
写
真
綴
影
に
対
す
る
抗
議
目
的
の
た
め
の
逮
捕
行
為
は
正
当

行
為
と
認
め
ら
れ
る
か
(
大
阪
地
判
昭
和
三
七
年
一
月
二
九
日
判
例

時

報

一

一

八

七

号

五

瓦

)

今

村

成

和

-
一
一
、
一
一
月
九
日
(
金
)
判
例
研
究

O
所
得
税
法
の
源
泉
徴
収
に
関
す
る
規
定
の
合
憲
性
(
最
高
判
昭
和
三
七

年
三
月
二
八
日
判
例
時
報
一
一
八
八
号
六
頁
)

地
方
税
法
に
規
定
主
れ
た
遊
興
飲
食
税
の
特
別
徴
収
制
度
の
合
憲
性

(
最
高
判
昭
和
一
一
一
七
年
二
月
一
一
一
日
判
例
時
報
一
一
八
八
号
二
一
一
氏
)

熊

本

信

夫



O
公
職
選
挙
法
一
三
九
条
の
法
意
(
最
高
判
昭
和
=
一
七
年
二
月
一
日

例

時

報

二

八

九

号

四

頁

)

神

谷

昭

問
、
一
二
月
六
日
(
金
)
判
例
研
究

O
公
職
選
挙
法
一
一
五
一
条
の
二
及
び
一
一
一
一
条
は
憲
法
四
三
条
及
び
九
三

条
二
項
に
違
反
し
な
い
か
、
選
挙
運
動
総
括
主
宰
者
ま
た
は
出
納
責
任

占
有
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る
有
罪
判
決
確
定
後
に
当
選
人
の
決
定
告
示
が
あ

っ
た
場
合
の
当
選
無
効
訴
訟
の
出
訴
期
間
(
最
高
判
昭
和
三
七
年
コ
一
月

一
阿
日
判
例
時
報
二
九
一
号
阿
頁
)

公
職
選
挙
法
二
五
一
条
の
二
及
び
一
一
一
一
条
は
、
憲
法
二
-
一
条
、
一
五

条
及
び
三
一
条
に
違
反
し
な
い
か
(
最
高
判
昭
和
三
七
年
三
月
一
四
日

判

例

時

報

二

九

一

号

六

頁

)

深

瀬

忠

一

O
区
議
会
議
員
が
区
長
選
任
に
関
し
全
員
を
授
受
す
る
こ
と
と
贈
収
賄
罪

の
成
否
(
東
京
地
判
昭
和
コ
一
七
年
二
月
二
六
日
判
例
時
報
二
九
一
号

八

頁

)

中

村

陵

男

O
石
油
タ
ン
ク
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
賦
課
処
分
は
違
法
か
(
最
高
判

昭
和
三
七
年
三
月
二
九
日
判
例
時
報
二
九
二
号
二
頁
)

今

村

成

和

五
、
二
月
一
日
(
金
)
判
例
研
究

O
市
条
例
が
同
一
事
項
に
つ
き
後
に
制
定
さ
れ
た
県
条
例
の
た
め
失
効
し

た
場
合
に
お
け
る
従
前
の
市
条
例
違
反
行
為
の
可
罰
性
(
広
島
高
判
昭

和
一
一
一
七
年
一
月
二
三
日
判
例
時
報
二
九
二
号
コ
一
四
頁
〉

熊

本

信

夫
判

北
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八
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)
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